
告

示

(

第
五
百
五
十
号

第
五
百
五
十
二
号)

○
福
岡
県
職
員
住
宅
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー)

一

○
福
岡
県
測
量
業
者
登
録
簿
閲
覧
所
の
場
所
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示(

土
木
管
理
課)

一

○
福
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
顕
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示(

教
育
庁
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課)

二

訓

令

○
福
岡
県
の
知
事
部
局
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
訓
令

(
人

事

課)

二

○
福
岡
県
職
員
結
核
療
養
休
暇
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

(

人

事

課)

二

人
事
委
員
会

○
福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
課)
二

○
福
岡
県
警
察
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

三

○
福
岡
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

三

○
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

四

○
福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

五

再

掲

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

六

福
岡
県
告
示
第
五
百
五
十
号

福
岡
県
職
員
住
宅
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
職
員
住
宅
貸
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
職
員
住
宅
貸
付
要
綱

(

昭
和
三
十
九
年
五
月
福
岡
県
告
示
第
四
百
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

厚
生
課
長｣

を

｢

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
課
長｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

そ
の
他
特
定
の
職
員｣

を
削
る
。

第
四
条
第
一
号
中

｢
(

幹
部
職
員
用
住
宅)

｣

を
削
り
、
同
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二

号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
第
一
項
、
第

二
項
並
び
に
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中

｢

厚
生
課
長｣

を

｢

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
課
長｣

に
改
め

る
。別

表
第
一
中

｢

第
六
条｣

を

｢

第
七
条｣

に
改
め
、
同
表
春
日
原
寮
の
項
中

｢

厚
生
課
長｣

を

｢

総

務
事
務
セ
ン
タ
ー
課
長｣

に
改
め
、
同
表
穂
波
寮
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号

福
岡
県
測
量
業
者
登
録
簿
閲
覧
所
の
場
所

(

昭
和
三
十
七
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
百
九
十
一
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
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…

…
…
…
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…
…
…
…
…

…
…
…
…
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…
…
…
…
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…
…
…
…
…

…
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｢

土
木
部
土
木
管
理
課｣

を

｢

県
土
整
備
部
土
整
備
総
務
課｣

に
改
め
る
。

福
岡
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号

福
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
顕
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
顕
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
顕
彰
規
程

(
平
成
八
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号
の
三)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中

｢

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課｣

を

｢
体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
訓
令
第
九
号

本

庁

出
先
機
関

福
岡
県
の
知
事
部
局
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
の
知
事
部
局
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

福
岡
県
の
知
事
部
局
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令

第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

を

｢

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

を

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員｣

に
、

｢

前
条｣

を

｢

第
四
条｣

に
改
め
、

同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
週
休
日
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
二

条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
訓
令
第
十
号

本

庁

出
先
機
関

福
岡
県
職
員
結
核
療
養
休
暇
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
職
員
結
核
療
養
休
暇
等
の
取
扱
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
職
員
結
核
療
養
休
暇
等
の
取
扱
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
二
十
七
年
五
月
福
岡
県
訓
令
第
十
九

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

の
下
に

｢

及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則

(

平
成
元
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三

(

第
九
条
関
係)

の
備
考
中

｢

第
五
十
五
条｣

を

｢

第
八
十
七
条｣

に
改
め
る
。

附

則
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人
事
委
員
会



こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
警
察
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

福
岡
県
警
察
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
警
察
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
八
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を

｢
(

報
告)

｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

警
察
本
部
長｣

を

｢

前
項
に
定
め
る
場
合

の
ほ
か
、
警
察
本
部
長｣

に
、

｢

特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署｣

を

｢

特
地
公
署
等｣

に
改
め
、
同
条

を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

警
察
本
部
長
は
、
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

特
地
公
署
等｣

と
い

う
。)

が
移
転
す
る
場
合
、
特
地
公
署
等
の
名
称
が
変
更
さ
れ
る
場
合
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る

場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
人
事
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

福
岡
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
福
岡
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
九
年
福
岡
県
条

例
第
六
十
七
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
十
条
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

職
員

(

市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号)

第
一
条
及
び
第

二
条
に
規
定
す
る
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
自
己
啓
発
等
休
業

(

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

自
己
啓
発
等
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

昇
給
を
行
う
日)

第
二
条

条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
は
、
福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、

昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号)

第
二

十
九
条
に
定
め
る
日
と
す
る
。

(

勤
続
期
間
の
計
算
の
特
例
に
係
る
要
件)

第
三
条

条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当

に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下

｢

退
職
手
当
条
例｣

と
い
う
。

)

第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
中
の
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
等
課
程
の
履
修

又
は
国
際
貢
献
活
動
の
内
容
が
そ
の
成
果
に
よ
っ
て
当
該
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
終
了
後
に

お
い
て
も
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
特
に
資
す
る
と
見
込
め
る
も
の
で
あ
る
と
、
任
命
権
者
が
当

該
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
初
日
の
前
日

(

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
啓
発
等
休
業
の

期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
延
長
さ
れ
た
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
初
日
の
前
日

)

ま
で
に
認
め
て
い
る
こ
と
。

二

自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
中
の
行
為
を
原
因
と
し
て
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分

(

懲
戒
免
職
の
処
分
を
除
く
。)

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
処
分
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

三

自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
た
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

(

退
職
手

当
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し

て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
含
む
も
の
と
さ
れ
る
期
間
を
含
む
。)

が
五
年
に
達
す
る
ま
で
の

期
間
中
に
退
職
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
は
な
い
。

イ

通
勤

(

退
職
手
当
条
例
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤

(

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
通
勤

と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
病
気

(

以

下

｢

傷
病｣
と
い
う
。)

若
し
く
は
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
又
は
退
職
手
当
条
例
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
公
務
上
の
傷
病
若
し
く
は
死
亡

(

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
公
務
と
み
な

さ
れ
る
業
務
に
係
る
業
務
上
の
傷
病
又
は
死
亡
を
含
む
。)

に
よ
り
退
職
し
た
場
合
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ロ

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
場
合

(

法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項

の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
の
到
来
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
を

含
む
。)

ハ

退
職
手
当
条
例
第
二
条
第
四
項
、
第
十
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
三
条
の

規
定
に
該
当
し
て
退
職
し
た
場
合

２

前
項
第
三
号
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
期
間

(

通
勤
に
よ
る
傷
病
又
は
退
職
手
当
条
例

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
務
上
の
傷
病

(

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
公
務
と
み
な
さ
れ
る
業

務
に
係
る
業
務
上
の
傷
病
を
含
む
。)

に
よ
り
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に

該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
休
職
の
期
間
を
除
く
。)

二

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
停
職
の
期
間

三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
職
員
団
体
の
業
務
に
専
ら
従
事
し
た
期

間
四

教
育
公
務
員
特
例
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号)
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大

学
院
修
学
休
業
を
し
た
期
間

五

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
育
児
休
業
を
し
た
期
間

六

自
己
啓
発
等
休
業
を
し
た
期
間

七

前
各
号
の
期
間
に
準
ず
る
期
間

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職

員｣

を

｢

第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の｣

に
改
め
、

｢

と
い
う
。)

｣

の
下
に

｢

及
び
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下

｢

育
児
休
業
法｣

と
い
う
。)

第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

(

以
下

｢

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員｣

と
い
う
。)

｣

を
加
え
る
。

第
八
条
中

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第
二
条
第
二
項｣

を

｢

育
児
休
業
法
第

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
を
受
け
た
職
員

(

同

法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
含
む
。
以
下

｢

育
児
短
時
間

勤
務
職
員
等｣

と
い
う
。)

に
あ
っ
て
は
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
時
間
、
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
時
間
、
任
期
付
短
時
間
勤

務
職
員
に
あ
っ
て
は
条
例
第
二
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
適
用
除
外)

第
八
条
の
二

第
三
条
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
は
適
用
し
な

い
。

第
九
条
第
一
項
第
二
号
ニ
中

｢

教
頭｣

を

｢

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭｣

に
改
め
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
場
合)

第
九
条
の
二

条
例
第
九
条
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
勤
務
を
命
じ
よ
う
と
す
る
時
間
帯
に
、
当
該
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
育
児
短
時
間

勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
に
当
該
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
す
る
。

２

条
例
第
九
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必

要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
同
項
に
規
定
す
る
勤
務
を
命
じ
な
け
れ
ば

公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
と
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中

｢
に
お
い
て
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

の
下
に

｢

又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
職

員｣

を
、

｢

、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

の
下
に

｢

及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員｣

を
加
え
る
。
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第
十
二
条
第
一
項
中

｢

二
十
日
に
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で

除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数

(

一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間

の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
職
員

(

以
下

｢

非
同
一
勤
務
型
職
員｣

と
い
う
。)

に
あ
っ
て
は
、
百
六
十

時
間
に
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を

四
十
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
、
八
時
間
を
一
日
と
し
て
日
に
換
算
し
て
得
た

日
数｣

を

｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
数｣

に
、

｢)
)

と

す
る｣

を

｢)

と
す
る｣
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員

(
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期

付
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の

時
間
数
が
同
一
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

二
十
日
に
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
の

一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数

二

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員

(

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任

期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)

百
六
十
時
間
に
条
例
第
二
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
四
十
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数

を
、
八
時
間
を
一
日
と
し
て
日
に
換
算
し
て
得
た
日
数

第
十
二
条
第
二
項
中

｢

又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項｣

を

｢

若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項

又
は
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

の
下
に

｢

及
び
任
期
付
短
時
間
勤

務
職
員｣

を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

｢

第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

の
下
に

｢

又
は
任
期
付
短
時

間
勤
務
職
員｣

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中

｢

再
任
用
職
員｣

の
下
に

｢

又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

｣

を
加
え
、
同
条
第
六
項
中

｢

再
任
用
職
員｣

の
下
に

｢

及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員｣

を
加
え
る

。
第
十
三
条
第
二
項
中

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

を

｢

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

を

｢

斉
一
型
短
時
間
勤
務

職
員｣

に
、

｢

非
同
一
勤
務
型
職
員｣

を

｢

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員｣

に
改
め
、
同
項
第
十
三
号

中

｢
(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
三
日
に
そ
の
者
の
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日

で
除
し
て
得
た
数

(

非
同
一
勤
務
型
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
四
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
を

二
十
日
で
除
し
て
得
た
数)

を
乗
じ
て
得
た
日
数

(

一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
四
捨
五

入
し
て
得
た
日
数
と
し
、
当
該
日
数
が
三
日
を
超
え
る
場
合
は
三
日)

)
｣

を
削
り
、
同
項
第
十
四
号

中

｢
(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
五
日
に
そ
の
者
の
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日

で
除
し
て
得
た
数

(

非
同
一
勤
務
型
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
四
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
を

二
十
日
で
除
し
て
得
た
数)

を
乗
じ
て
得
た
日
数

(

一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
四
捨
五

入
し
て
得
た
日
数
と
し
、
当
該
日
数
が
五
日
を
超
え
る
場
合
は
五
日)

)
｣

を
削
り
、
同
項
第
十
八
号

中

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

を

｢

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員｣

に
、

｢

非
同
一
勤
務
型
職
員｣

を

「
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員｣

に
改
め
、
同
項
第
十
九
号
中

｢

再
任
用
職
員｣

の
下
に

｢

及
び
任
期

付
短
時
間
勤
務
職
員｣

を
、

｢

三
日｣

の
下
に

｢
(

斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
三
日
に

そ
の
者
の
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得
た
数

(

不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
者
の
四
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
を
二
十
日
で
除
し
て
得
た
数)

を
乗
じ
て
得
た
日
数

(

一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
と
し
、
当
該
日
数
が
三
日
を
超

え
る
場
合
は
三
日)

)
｣

を
加
え
、
同
項
第
二
十
号
中

｢

再
任
用
職
員｣

を

｢

育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
、
再
任
用
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員｣

に
、

｢

第
四
十
五
条｣

を

｢

第
五
十
四
条｣

に
、

｢

第
五
十
二
条
の
二｣

を

｢

第
八
十
四
条｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

船
員｣

を

｢

船
舶
に
乗
り
組

む
職
員｣

に
、

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

を

｢

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員｣

に
改
め
、

｢

、
第
十
三
号
、
第
十
四
号｣

を
削
り
、

｢

得
た
日

数｣

の
下
に

｢
(

一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
と
し
、
当
該
日

数
が
当
該
各
号
に
規
定
す
る
休
暇
の
日
数
を
超
え
る
場
合
は
当
該
各
号
に
規
定
す
る
休
暇
の
日
数)

｣

を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
規
定
は
、
船
舶
に
乗
り
組
む
職
員
で
あ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
第
一
項
第
十
九
号

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

｢

当
該
各
号｣

と
あ
る
の

は
｢

同
号｣

と
、

｢

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤

務
職
員｣

と
あ
る
の
は

｢

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

事

務

局
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福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程

(

平
成
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
給
与
公
平
課
の
項
第
四
十
項
を
第
四
十
一
項
と
し
、
第
三
十
六
項
か
ら
第
三
十
九
項
ま
で

を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

三
十
六

福
岡
県
警
察
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
八
年
福
岡
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
七
号)

に
基
づ
く
次
の
事
務

１

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
報
告
が
必
要
な
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

２

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
報
告
の
時
期
及
び
方
法
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則

(

昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
イ
甲
表
中

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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再

掲

｢

を

｣
共
通

技
術
主
査

専
門
技
術
員

｢

に
改
め
る
。

｣
警
察
署

市
警
察
部

共
通

係
長

係
長

技
術
主
査

専
門
技
術
員


